
【申請受付期間】
２０２4年４月８日（月）～５月３１日（金）

灘区役所地域協働課

202４年度

「芸術・文化の薫るまち・灘」

魅力発信事業補助金

応募の手引き



文化・教育施設が集積する灘文化軸(摩耶山麓からHAT神戸）

またはミュージアムロード(王子動物園から県立美術館)周辺（以

下、「対象地域」という）の地域にある地域資源を活用し、「芸術・

文化の薫るまち・灘」の魅力発信や賑わいを創出する集客・交流

イベント

対象事業

〈地域資源の活用イメージ〉

ミュージアムロードの玄関口であるJR灘駅前広場の活用

JR灘駅前広場【南側】

ワークショップ、アートガイド

ツアーなど

新たに設置されるアート作品を活

用したカメラワークショップの開

催など

灘区総合芸術祭の様子（2022年）
＼2024年リニューアル／

JR灘駅前広場【北側】

コンサート、マルシェなど

広さがあり、参加者の多いイベン

トの開催が可能です。

駅前広場（南側）完成イメージ図



対象事業

〈地域資源の活用イメージ〉

・地域の学生と協力して開催するこども向けワークショップ

アートに触れる体験、創作教室など

・地域の店舗と協力して開催するマルシェ

対象地域をPRするフードやドリンクの提供など

・まちなかアートをめぐるスタンプラリー

デジタルスタンプラリーなど

これらの例にとらわれない

クリエイティブなアイディアに期

待しています！

〈注意事項〉

・開催場所の確保や各機関への届け出は各自の団体が責任もっ

て行ってください。（例：飲食出店の場合に東部衛生監視事務所

への臨時営業許可申請など）

・JR灘駅前広場での開催をご検討の方については、事前に区役

所にご相談ください。

・当事業の採択は、美術館等文化施設の予約を確約するもので

はありません。各施設へ利用状況をご確認の上申請してくださ

い。また施設利用にあたっては各施設の利用規則に従ってくだ

さい。



⑴ 団体規約等を有し、事業責任者、会計責任者等を明確にし

ている実行組織であること

⑵ 対象地域の文化・教育施設や地域団体・学生等の地域人材、

店舗等と連携し、補助事業を遂行する能力があること

⑶ 宗教的活動または政治的活動でないこと

⑷ 神戸市の基本計画等に反する活動でないこと

⑸ 法令に違反する活動でないこと

対象者

※補助事業実施当日に荒天や天変地異、その他予期せぬ事情により補助

事業の実施が不可能となった場合は、その準備にかかった費用を補助対

象経費とすることができる場合があります。

費目 内容

事務費 会議運営のための資料や、消耗品など事務
に要する経費

広報費 ちらしやプログラムなど広報に要する経費

設営費 イベント会場設営・運営・撤去等に要する経費

警備運営費 会場警備や保険に要する経費

その他 区長が必要と認める経費

対象期間

2024年４月８日から２０２５年３月１５日

対象経費



⑴ 団体構成員の食料及び飲食を主たる目的とした会合等に

係る経費

⑵ 団体構成員の人件費及び報酬

⑶ 領収書がないなど使途が不明なもの

⑷ その他区長が適当でないと認めたもの

対象外経費

予算の範囲内において、補助対象経費の２分の１以内かつ

３00,000円を上限額とします。ただし、ミュージアムロードの玄

関口であり、よりにぎわいの創出が期待できるJR灘駅前広場を

活用したイベントについては、500,000円を上限額とします。

※他補助金との併給について

・神戸市及び市の外郭団体からの補助金の併給は不可です

・上記以外（県や民間、基金等）の補助金は併給可能です

補助金額



①書類審査

＜提出書類＞

⑴ 補助金交付申請書（様式第１号）

⑵ 事業責任者、会計責任者が確認できるもの

（団体規約や定款、構成員名簿等）

⑶ 事業計画書

⑷ 補助事業に係る収支予算書

審査方法

申請 書類
審査

プレゼンテー
ション

審査
交付
決定

②プレゼンテーション＜６月１７日（月）14時～ 灘区役所４階＞

書類審査にて不採択とならなかった申請者は、申請内容について

企画提案会にて提案いただきます。その提案を受け、審査員である

市職員が、次頁の各項目について評価します。企画提案会後、灘区

長が採否・補助予定額を決定します。

評価項目 評価内容

目的 ・事業目的（「芸術・文化の薫るまち・灘」の魅力発信や賑わ

い創出）が的確に把握された事業計画であるか

地域性 ・対象地域の状況や地域資源の魅力を活用した事業か

・対象地域住民の理解を得られる内容となっているか

実現性 ・事業計画、収支計画が妥当なものであるか
※補助金の使途は適切か、過大な計画となっていないか

・開催場所の確保、行政の許認可などの見通しはあるか

・事業実施が確実である等熟度の高い取り組みであるか

・（２年目以降の活動について）前年度の活動をふまえ、さら

に発展的な活動となっているか

発信力 ・対象地域の知名度向上、集客増大に効果があるか



〈広報〉

・チラシやポスター等の広報物に下記、定型文を記載してください。

『この事業は、「芸術・文化の薫るまち・灘」魅力発信事業補助金を活

用して実施しています』

・灘区広報紙等にイベント情報を掲載することができます。下記の

期間を目安に灘区役所地域協働課へご相談ください。

＜広報なだ（広報紙灘区版）＞実施の３ヶ月前まで

＜灘区facebook＞実施の1ヶ月前まで

＜なだかつホームページ＞実施の２週間前まで

＜なだかつInstagram＞実施の１週間前まで

灘区役所地域協働課

事業推進担当（区役所4階）

電話：078-843-7001内線：224

Eメール：nada_jigyou@office.city.kobe.lg.jp

詳細はHPをご覧ください。

https://www.city.kobe.lg.jp/c63604/kuyakusho/nadaku/kekaku/nada

miryokuhojyo.html

問い合わせ

注意事項

mailto:nada_jigyou@office.city.kobe.lg.jp
https://www.city.kobe.lg.jp/c63604/kuyakusho/nadaku/kekaku/nadamiryokuhojyo.html
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